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市
役
所
か
ら

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

交
付
の
た
め
休
日
開
庁
し
ま
す

　
交
付
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
書
類
を

指
定
の
交
付
場
所
に
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。
申
請
の
サ
ポ
ー
ト
も
行
い
ま
す
。

期
日
・
場
所

６
月
７
日
㈰
：

市
民
総
合
窓
口
室

６
月
14
日
㈰
：

市
民
総
合
窓
口
室

６
月
28
日
㈰
：

市
民
総
合
窓
口
課

時
間　
８
時
30
分
～
11
時
30
分
、
13
時

～
16
時
45
分

問　

市
民
総
合
窓
口
課

令
和
8
年
経
済
セ
ン
サ
ス
‐

活
動
調
査

　
事
業
所
や
企
業
の
経
済
活
動
を
5
年

ご
と
に
調
査
し
ま
す
。
国
か
ら
送
付
さ

れ
た
調
査
書
類
に
回
答
し
て
い
な
い
、

ま
た
は
新
た
に
把
握
し
た
事
業
所
な
ど

に
は
、
5
月
下
旬
に
調
査
員
が
訪
問

し
、
紙
の
調
査
票
を
配
布
し
ま
す(

本

社
一
括
調
査
の
場
合
を
除
く)

。
回
答

へ
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

対
象　
市
内
に
あ
る
事
業
所
・
企
業

問　

統
計
室

退
職(

失
業)

時
の

国
民
年
金
の
手
続
き

　
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
人
が
会
社
な

ど
を
退
職
し
た
場
合
、
国
民
年
金
第
1

号
被
保
険
者
へ
の
加
入
手
続
き
が
必
要

で
す
。
ま
た
、
配
偶
者
が
第
3
号
被
保

険
者
の
と
き
は
、
配
偶
者
の
手
続
き
も

必
要
に
な
り
ま
す
。
保
険
料
を
納
め
る

こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、
申
請
に
よ
り

納
付
が
免
除
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す

の
で
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

持
参
物　
基
礎
年
金
番
号
が
分
か
る
も

の
、
退
職
日
が
分
か
る
書
類(

免
除
・

納
付
猶
予
を
申
請
す
る
場
合
は
離
職
票

ま
た
は
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
等)

申
込
場
所　

国
保
年
金
課
、

市

民
総
合
窓
口
課
、

市
民
総
合
窓
口
室

問　

国
保
年
金
課
、
下
館
年
金
事
務

所
℡
０
２
９
６
‐
２
５
‐
０
８
２
９

国
保
人
間
ド
ッ
ク
の
助
成

(

２
次
募
集)

　
特
定
健
診
、
が
ん
検
診
と
の
重
複
受

診
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

対
象　
次
の
①
②
を
満
た
す
人

①
申
込
時
と
健
診
受
診
時
に
国
保
被
保

険
者
で
、
昭
和
27
年
4
月
1
日
～
昭
和

62
年
3
月
31
日
生
ま
れ(

令
和
8
年
度

に
75
歳
に
な
る
人
は
対
象
外)

②
国
民
健
康
保
険
税
に
未
納
が
な
い

定
員　
４
０
０
人(

多
数
抽
選)

受
診
可
能
医
療
機
関　
市
指
定
の
8
医

療
機
関

助
成
額　
２
万
３
千
円

申
込
・
問　
５
月
15
日
㈮
～
29
日
㈮
に

申
し
込
み
フ
ォ
ー
ム
ま
た
は
、

国
保

年
金
課
に
申
込
書
を
提
出

国
保
年
金
課

②
経
済
的
理
由
に
よ
り
修
学
が
困
難
で

あ
る

③
国
、
県
、
そ
の
他
の
団
体
か
ら
奨
学

金
等
の
支
給
を
受
け
て
い
な
い

④
保
護
者
が
1
年
以
上
市
内
に
居
住
し

て
い
る(

令
和
8
年
4
月
1
日
現
在)

給
付
額　
月
額
1
万
円

申
込
・
問　
6
月
1
日
㈪
～
12
日
㈮
に

松
岡
奨
学
生
願
書
、
松
岡
奨
学
生
推
薦

調
書
、
成
績
証
明
書
、
住
民
票
謄
本
、

令
和
8
年
度
所
得
証
明
書
を
提
出

※
願
書
、
推
薦
調
書
は

教
育
総
務
課

と
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
。

教
育
総
務
課

国
民
健
康
保
険
税
の

納
付
方
法
の
ご
確
認
を

　
令
和
8
年
度
国
民
健
康
保
険
税
の
納

税
通
知
書
を
7
月
に
発
送
し
ま
す
。
納

付
方
法
を
変
更
す
る
場
合
、
口
座
振
替

依
頼
書
で
の
申
し
込
み
は
6
月
30
日
㈫

ま
で
に
、
ペ
イ
ジ
ー
・
Ｗ
ｅ
ｂ
口
座
振

替
受
付
サ
ー
ビ
ス
で
の
申
し
込
み
は
7

月
10
日
㈮
ま
で
に
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。
手
続
き
の
時
期
に
よ
っ
て
は
、

変
更
後
の
納
付
方
法
が
納
税
通
知
書
に

記
載
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
口
座
振
替
依
頼
書
・
廃
止
届
は
市
役

所
各
庁
舎
と
市
内
金
融
機
関
に
備
え
付

け
が
あ
る
ほ
か
、
申
し
込
み
手
続
き
は

郵
送
で
も
可
能
で
す
。

●
納
付
書
納
付
→
口
座
振
替

●
振
替
方
法
の
変
更(

全
納
↕
期
別)

・

金
融
機
関
の
変
更

口
座
振
替
依
頼
書
を
提
出
、
ま
た
は
ペ

イ
ジ
ー
・
Ｗ
ｅ
ｂ
口
座
振
替
受
付
サ
ー

ビ
ス
で
申
し
込
み

●
口
座
振
替
→
納
付
書
納
付

口
座
振
替
廃
止
届
を
提
出

問　

収
納
課

昭
和
56
年
以
前
の
住
宅
の

無
料
耐
震
診
断
を
行
い
ま
す

対
象　

木
造
戸
建
て
住
宅
の
所
有
者

で
、
次
の
①
～
④
全
て
を
満
た
す
場
合

①
昭
和
56
年
5
月
31
日
以
前
に
建
築
確

認
を
受
け
て
建
築
さ
れ
、
階
数
が
2
階

以
下
、
延
べ
面
積
が
30
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
の
住
宅

②
在
来
軸
組
構
法
・
伝
統
的
構
法
で
建

て
ら
れ
た
住
宅(

プ
レ
ハ
ブ
、
ツ
ー
バ

イ
フ
ォ
ー
、丸
太
組
構
法
等
は
対
象
外)

③
過
去
に
こ
の
事
業
に
基
づ
く
耐
震
診

断
を
受
け
て
い
な
い
人

④
所
有
者
と
そ
の
世
帯
員
が
市
税
を
滞

納
し
て
い
な
い
人

定
数　
5
戸(

多
数
抽
選)

内
容　
診
断
士
と
訪
問
日
を
決
定
後
、

家
の
中
と
外
回
り
を
調
査

【
セ
ー
ル
ス
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
！
】

　
市
で
は
、
申
し
込
み
を
し
て
い
な
い

人
へ
の
診
断
士
の
派
遣
や
、
改
修
工
事

の
あ
っ
せ
ん
は
し
て
い
ま
せ
ん
。

申
込
期
限　
6
月
5
日
㈮

申
込
・
問　

建
築
指
導
課

耐
震
補
強
が
必
要
な
住
宅
の
耐
震

改
修
費
等
の
一
部
を
補
助
し
ま
す

対
象　
次
の
①
～
③
全
て
を
満
た
す
住

宅
の
、
上
部
構
造
評
点
を
1.0
以
上
に
す

る
た
め
の
補
強
・
耐
震
改
修
設
計
・
工

事
費
用
、
ま
た
は
対
象
住
宅
の
耐
震
建

て
替
え
設
計
・
工
事
費
用

①
自
己
用
の
木
造
戸
建
て
住
宅

②
所
有
者
と
そ
の
世
帯
員
が
市
税
を
滞

納
し
て
い
な
い

③
耐
震
診
断
の
結
果
、
上
部
構
造
評
点

が
1.0
未
満

※
対
象
者
、
対
象
住
宅
、
設
計
者
、
施

工
者
等
に
要
件
あ
り
。

定
数　
1
戸(

多
数
抽
選)

補
助
額　

設
計
と
工
事
に
必
要
な
経

費
の
5
分
の
4
に
相
当
す
る
額(

上
限

１
１
５
万
円)

申
込
期
限　
6
月
19
日
㈮

申
込
・
問　

建
築
指
導
課

松
岡
奨
学
生
の
募
集

(

高
校
生
対
象
の
奨
学
生
制
度)

募
集
人
数　
14
人

対
象　
今
年
度
の
高
等
学
校
等(

学
校

教
育
法
に
規
定
す
る
全
日
制
課
程
の
高

等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課

程
、
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
ま
た
は

高
等
専
門
学
校
の
第
1
学
年
か
ら
第
３

学
年)

在
学
者
で
、
次
の
①
～
④
全
て

を
満
た
す
人

①
品
行
が
正
し
く
、
学
術
優
良
で
あ

り
、
健
康
で
あ
る

※変更になる場合がありますので、問い合わせください。

期日 会議 時間 内容

6/9㈫
本会議 10時

開会、議案の説明

6/11㈭ 質疑、議案の委員会付託

6/12㈮ 常任
委員会

10時 総務常任委員会

10時15分 産業建設常任委員会

6/15㈪ 10時 文教厚生常任委員会

6/16㈫
6/17㈬
6/18㈭

本会議 10時 一般質問

6/19㈮ 本会議 10時 委員長報告、採決、閉会

　議会では、市の重要な条例や予算について審議す
るほか、市政全般にわたる一般質問も行われます。
場所　市役所古河庁舎3階議場、委員会室
傍聴者定員　本会議：62人、委員会：10人
問　 議会事務局

【定例会の会期予定】

第2回市議会定例会を開催します

※変更になる場合がありますので、お問い合わせください。

危
険
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
撤
去
費
の

一
部
を
補
助
し
ま
す

対
象　
次
の
①
～
④
全
て
を
満
た
す
場
合

①
市
が
定
め
る
通
学
路
ま
た
は
緊
急
輸

送
道
路
に
面
す
る
危
険
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等

の
全
部
ま
た
は
一
部
を
撤
去
す
る
工
事

②
交
付
決
定
前
に
工
事
に
着
手
し
て
い

な
い

③
申
請
者
が
市
税
を
滞
納
し
て
い
な
い

④
12
月
25
日
ま
で
に
工
事
を
完
了
で
き

る
も
の

※
対
象
ブ
ロ
ッ
ク
塀
、
施
工
者
等
に
要

件
あ
り
。

補
助
額　
撤
去
費
に
3
分
の
2
を
乗
じ

た
額
、
ま
た
は
撤
去
す
る
危
険
ブ
ロ
ッ

ク
塀
等
1
メ
ー
ト
ル
当
た
り
1
万
円

(

撤
去
部
分
の
高
さ
が
1
メ
ー
ト
ル
以

下
の
場
合
は
7
千
円)

を
乗
じ
た
額
の

い
ず
れ
か
低
い
額
［
上
限
10
万
円
］

申
込
期
限　
8
月
14
日
㈮

申
込
・
問　

建
築
指
導
課

老
朽
し
た
危
険
な
空
き
家
の

解
体
費
用
を
一
部
補
助
し
ま
す

対
象　
国
の
基
準
を
満
た
す
空
き
家
等

補
助
額　
解
体
費
の
半
分(

上
限
50
万

円)　申
込
期
限　
10
月
30
日
㈮

申
込
・
問　

営
繕
住
宅
課

市HP

電子申請
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